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(57)【要約】
【課題】遮断弁の口径を自動認識して、その口径に対応
した処理を実行することができる遮断システムを提供す
る。
【解決手段】遮断システム１において、操作装置１０は
口径情報記憶手段１２に記憶している口径情報を口径情
報送信手段１１ａ１によって駆動制御装置２０に送信す
る。そして、駆動制御装置２０は口径情報受信手段２１
ａ１によって口径情報を受信すると、該口径情報に対応
した固有情報を固有情報記憶手段２２ａから固有情報抽
出手段２１ａ２が抽出する。駆動制御装置２０は抽出し
た固有情報に基づいて例えば復帰漏洩確認、気密漏洩検
査、等の所定処理を実行する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口径が異なる複数種類の遮断弁の駆動を制御する駆動制御装置と、前記駆動制御装置に
電力を供給し且つ前記駆動制御装置との間で通信を行う操作装置と、を有する遮断システ
ムにおいて、
　前記操作装置が、前記駆動制御装置の駆動対象となる遮断弁の口径を示す口径情報を記
憶する口径情報記憶手段と、前記口径情報記憶手段が記憶している口径情報を前記駆動制
御装置に送信する口径情報送信手段と、を有し、
　前記駆動制御装置が、前記複数種類の遮断弁の各々に対応した複数種類の固有情報を記
憶する固有情報記憶手段と、前記操作装置の口径情報送信手段が送信した口径情報を受信
する口径情報受信手段と、前記口径情報受信手段が受信した口径情報に対応した前記固有
情報を、前記複数種類の固有情報の中から抽出する固有情報抽出手段と、前記固有情報抽
出手段が抽出した固有情報に基づいて、予め定められた所定処理を実行する所定処理実行
手段と、を有することを特徴とする遮断システム。
【請求項２】
　前記駆動制御装置が、該駆動制御装置に着脱自在の前記遮断弁と、前記装着された遮断
弁に対応して登録された前記口径を示す登録口径情報を記憶する登録口径情報記憶手段と
、前記登録口径情報記憶手段が記憶している登録口径情報を前記操作装置に送信する登録
口径情報送信手段と、を有し、
　前記操作装置が、前記駆動制御装置の登録口径情報送信手段が送信した登録口径情報を
受信する登録口径情報受信手段を有し、
　前記口径情報記憶手段が、前記登録口径情報受信手段によって受信した登録口径情報を
前記口径情報として記憶する手段であることを特徴とする請求項１に記載の遮断システム
。
【請求項３】
　前記駆動制御装置が、該駆動制御装置を識別するための識別情報を前記操作装置に送信
する識別情報送信手段を有し、
　前記操作装置が、前記識別情報を前記駆動制御装置から受信する識別情報受信手段と、
前記受信した識別情報と前回受信した識別情報との比較結果に基づいて前記駆動制御装置
の交換を検出する交換検出手段と、を有し、
　前記操作装置の口径情報送信手段が、前記交換検出手段による交換の検出に応じて、前
記口径情報を前記駆動制御装置に送信する手段であることを特徴とする請求項１又は２に
記載の遮断システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、口径が異なる複数種類の遮断弁の駆動を制御する駆動制御装置に電力を供給
し且つ前記駆動制御装置との間で通信を行う操作装置を有する遮断システムに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　ガス遮断弁は、ガス配管の途中にフランジを介して挿入接続されるハウジングと、その
ハウジングに着脱可能に設けられる弁本体及び弁駆動機構を有して構成している。例えば
、特許文献１に記載されているガス遮断弁は、ガス配管に接続される一対のフランジを有
するハウジング内部を、一方のフランジ側配管に連通する流路空間と他方のフランジ側配
管に連通する流路空間を仕切って隔壁を設け、その隔壁に形成された貫通穴にリング状の
ノズルを気密に装着し、そのノズルに対して平板状の弁体を接続可能に設け、遮断指令に
基づいて弁体をノズルに押し付けて弁ハウジングのガスの入口側流路と出口側流路を遮断
するように構成されている。
【０００３】
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　また、ガス遮断弁は、その機能を保持するために、一定期間（例えば、１０年等）ごと
に交換或いは保守点検することが必要となる。そのため、特許文献２に示すガス遮断弁は
、ガス配管に接続されたハウジングを交換する必要性がほとんどないことに鑑み、ガス遮
断弁の交換等が必要な部品を含む主要部をユニット化して、そのユニットの部分のみを交
換可能な構成とすることで、ガス遮断弁の交換等の作業時には、ガス配管に接続されたハ
ウジングを取り外さずに、遮断弁ユニットの基部をハウジングの取り付け座から取り外し
、交換する新たな遮断弁ユニットをハウジングに装着することにより、ガス遮断弁の交換
作業を終了できるようにしている。
【特許文献１】特開平７－２４８０７０号公報
【特許文献２】特開２００７－２７０９５７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述したようにガス遮断弁は、遮断弁ユニットとハウジングとの交換が可能な構成とな
り、複数の設置場所、配管等の差異は複数種類の異なる遮断弁の口径を用意することで解
消できることから、複数種類のハウジングに共通の遮断弁ユニットを用いることが可能と
なった。
【０００５】
　しかしながら、このように遮断弁ユニットの共通化を図る場合、遮断弁ユニットは例え
ば復帰漏洩確認、気密漏洩検査の時間等を遮断弁の口径に対応して設定する必要があった
。そのため、遮断弁ユニットに操作器を接続し、その操作器から口径データを取得して各
種設定を行う機能を遮断弁ユニットに設けたり、マグネットと磁力でＯＮするスイッチを
有する口径の自動確認する検出機構を遮断弁ユニットに設ける等が必要となり、この余計
な構成、検出機構によって遮断弁ユニット等がコストアップしてしまうという問題があっ
た。また、ガス遮断弁ごとに、その遮断弁の口径を遮断弁ユニットに登録、設定する作業
が必要となったり、その口径を示す口径データを管理するシステムが必要となる。
【０００６】
　よって本発明は、上述した問題点に鑑み、遮断弁の口径を自動認識して、その口径に対
応した処理を実行することができる遮断システムを提供することを課題としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するため本発明によりなされた請求項１記載の遮断システムは、図１の
基本構成図に示すように、口径が異なる複数種類の遮断弁の駆動を制御する駆動制御装置
２０と、前記駆動制御装置２０に電力を供給し且つ前記駆動制御装置２０との間で通信を
行う操作装置１０と、を有する遮断システム１において、前記操作装置１０が、前記駆動
制御装置２０の駆動対象となる遮断弁の口径を示す口径情報を記憶する口径情報記憶手段
１２と、前記口径情報記憶手段１２が記憶している口径情報を前記駆動制御装置２０に送
信する口径情報送信手段１１ａ１と、を有し、前記駆動制御装置２０が、前記複数種類の
遮断弁の各々に対応した複数種類の固有情報を記憶する固有情報記憶手段２２ａと、前記
操作装置１０の口径情報送信手段１１ａ１が送信した口径情報を受信する口径情報受信手
段２１ａ１と、前記口径情報受信手段２１ａ１が受信した口径情報に対応した前記固有情
報を、前記複数種類の固有情報の中から抽出する固有情報抽出手段２１ａ２と、前記固有
情報抽出手段２１ａ２が抽出した固有情報に基づいて、予め定められた所定処理を実行す
る所定処理実行手段２１ａ３と、を有することを特徴とする。
【０００８】
　上記請求項１に記載した本発明の遮断システムによれば、操作装置１０は口径情報記憶
手段１２に記憶している口径情報を口径情報送信手段１１ａ１によって駆動制御装置２０
に送信する。そして、駆動制御装置２０は口径情報受信手段２１ａ１によって口径情報を
受信すると、該口径情報に対応した固有情報を固有情報記憶手段２２ａから固有情報抽出
手段２１ａ２が抽出する。駆動制御装置２０は抽出した固有情報に基づいて例えば復帰漏
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洩確認、気密漏洩検査、等の所定処理を実行する。
【０００９】
　請求項２記載の発明は、図１の基本構成図に示すように、請求項１に記載の遮断システ
ムにおいて、前記駆動制御装置２０が、該駆動制御装置２０に着脱自在の前記遮断弁と、
前記装着された遮断弁に対応して登録された前記口径を示す登録口径情報を記憶する登録
口径情報記憶手段２２ｂと、前記登録口径情報記憶手段２２ｂが記憶している登録口径情
報を前記操作装置１０に送信する登録口径情報送信手段２１ａ４と、を有し、前記操作装
置１０が、前記駆動制御装置２０の登録口径情報送信手段２１ａ４が送信した登録口径情
報を受信する登録口径情報受信手段１１ａ２を有し、前記口径情報記憶手段１２が、前記
登録口径情報受信手段１１ａ２によって受信した登録口径情報を前記口径情報として記憶
する手段であることを特徴とする。
【００１０】
　上記請求項２に記載した本発明の遮断システムによれば、駆動制御装置２０は装着され
た遮断弁に対応して登録された登録口径情報を登録口径情報記憶手段２２ｂに記憶してい
ると、その登録口径情報を登録口径情報送信手段２１ａ４によって操作装置１０に送信す
る。そして、操作装置１０は、登録口径情報送信手段２１ａ４が送信した登録口径情報を
登録口径情報受信手段１１ａ２によって受信すると、その登録口径情報を口径情報として
口径情報記憶手段１２に記憶する。
【００１１】
　請求項３記載の発明は、図１の基本構成図に示すように、請求項１又は２に記載の遮断
システムにおいて、前記駆動制御装置２０が、該駆動制御装置２０を識別するための識別
情報を前記操作装置１０に送信する識別情報送信手段２１ａ５を有し、前記操作装置１０
が、前記識別情報を前記駆動制御装置２０から受信する識別情報受信手段１１ａ３と、前
記受信した識別情報と前回受信した識別情報との比較結果に基づいて前記駆動制御装置２
０の交換を検出する交換検出手段１１ａ４と、を有し、前記操作装置１０の口径情報送信
手段１１ａ１が、前記交換検出手段１１ａ４による交換の検出に応じて、前記口径情報を
前記駆動制御装置２０に送信する手段であることを特徴とする。
【００１２】
　上記請求項３に記載した本発明の遮断システムによれば、駆動制御装置２０は識別情報
送信手段２１ａ５によって識別情報を操作装置１０に送信すると、操作装置１０は識別情
報受信手段１１ａ３によって駆動制御装置２０から識別情報を受信すると、今回受信した
識別情報と前回受信した識別情報との比較結果に基づいて、駆動制御装置２０の交換が交
換検出手段１１ａ４によって検出する。操作装置１０はその交換の検出に応じて、口径情
報を駆動制御装置２０に口径情報送信手段１１ａ１によって送信する。
【発明の効果】
【００１３】
　以上説明したように請求項１に記載した本発明によれば、操作装置が記憶している口径
情報を駆動制御装置に送信し、駆動制御装置が受信した口径情報に対応した固有情報を複
数の固有情報から抽出し、該固有情報に基づいて所定処理を実行するようにしたことから
、操作装置に口径情報を記憶させておくことで、駆動制御装置を交換しても遮断弁の口径
情報を駆動制御装置に自動で認識させることができるため、駆動制御装置は遮断弁の口径
に適した各種処理を行うことができ、作業者が駆動制御装置に口径を登録するという登録
作業、通信により口径を登録するための装置等を不要とすることができる。従って、遮断
弁の口径を誤って設定することがなるため、遮断弁に余計な口径検出機構を追加する必要
がなくなり、遮断システムのコストアップを防止できる。
【００１４】
　請求項２に記載した本発明によれば、駆動制御装置が記憶している登録口径情報を操作
装置に送信し、操作装置がその受信した登録口径情報を口径情報として記憶するようにし
たことから、遮断弁に対応した登録口径情報を操作装置に自動で記憶させることができる
ため、駆動制御装置が口径情報を記憶していない共通の駆動制御装置に交換されたときに
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、操作装置から共通の駆動制御装置に口径情報を送信して自動的に認識させることができ
る。よって、遮断弁の口径の登録を要することなく、駆動制御装置の共通化を図ることが
できるため、遮断システムのコストダウンに貢献することができる。
【００１５】
　請求項３に記載した本発明によれば、駆動制御装置がその識別情報を操作装置に送信し
、操作装置が今回受信した識別情報と前回受信した識別情報とを比較して駆動制御装置の
交換を検出すると、その交換の検出に応じて記憶している口径情報を駆動制御装置に送信
するようにしたことから、駆動制御装置の交換に応じて操作装置に記憶している口径情報
を駆動制御装置に自動で記憶させることができるため、駆動制御装置が口径情報を記憶し
ていない共通の駆動制御装置に交換されたときに、迅速に共通の駆動制御装置に制御対象
となる遮断弁２０Ａの口径を自動的に認識させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る遮断システムの一実施形態を、図１～図８の図面を参照して以下に
説明する。
【００１７】
　図２～３において、遮断システム１は、宅内等に設けられる操作装置１０と、ガス供給
路の配管５に組み込まれ且つ操作装置１０の制御等によって配管５を遮断する遮断弁ユニ
ット２０と、を有して構成している。そして、操作装置１０と遮断弁ユニット２０は、通
信線３を介して、双方向のシリアル通信可能に接続されている。また、操作装置１０は、
遮断弁ユニット２０と電気的に接続されており、外部電源等から供給される電力によって
動作すると共に、その電力を遮断弁ユニット２０に供給している。
【００１８】
　操作装置１０は、図３に示すように、予め定められたプログラムに従って動作するマイ
クロプロセッサ（ＭＰＵ）１１を有している。ＭＰＵ１１は、周知のように、予め定めた
プログラムに従って各種の処理や制御などを行う中央演算処理装置（ＣＰＵ）１１ａ、Ｃ
ＰＵ１１ａのためのプログラム等を格納した読み出し専用のメモリであるＲＯＭ１１ｂ、
各種のデータを格納するとともにＣＰＵ１１ａの処理作業に必要なエリアを有する読み出
し書き込み自在のメモリであるＲＡＭ１１ｃ等を有して構成している。
【００１９】
　ＲＯＭ１１ｂは、上述した図１に示す請求項中の口径情報送信手段１１ａ１、登録口径
情報受信手段１１ａ２、識別情報受信手段１１ａ３、交換検出手段１１ａ４、等の各種手
段として、ＣＰＵ１１ａを機能させるための各種プログラム等を記憶している。
【００２０】
　操作装置１０はさらに、メモリ部１２と、通信部１３と、設定部１６と、表示部１７と
、操作部１８と、電力供給部１９と、を有しており、各々はＭＰＵ１１と電気的に接続さ
れている。
【００２１】
　メモリ部１２は、電力供給が断たれた場合でも、格納された各種データの保持が可能で
あり、ＣＰＵ１１ａの処理作業に必要な各種格納エリアを有する電気的消去／書き換え可
能なメモリ（ＥＥＰＲＯＭ）等が用いられる。このメモリ部１２は、図４に示すように、
操作装置製造年月１２１、操作装置使用時間１２２、遮断弁ユニット製造年月１２３、遮
断弁使用時間１２４、駆動制御装置使用時間１２５、遮断弁の口径１２６、等の各種デー
タを記憶している。
【００２２】
　操作装置製造年月１２１は、操作装置１０が製造された製造年月（例えば、年のみでも
可）データが設定される。例えば「１００９」の場合、２０１０年９月を示している。操
作装置使用時間１２２は、設置されてからの使用時間データが定期的に書き込まれる。遮
断弁ユニット製造年月１２３は、遮断弁ユニット１０から取得した製造年月データ等が設
定される。遮断弁使用時間１２４は、後述する遮断弁２０Ａの使用時間データが定期的に
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書き込まれる。駆動制御装置使用時間１２５は、後述する駆動制御装置２０ｂの使用時間
データが定期的に書き込まれる。
【００２３】
　遮断弁２０Ａの口径１２６は、遮断弁ユニット２０から取得した口径データが設定され
る。口径データの一例としては、口径２０～２５が「１」、口径３２～４０が「２」、口
径５０が「３」、口径８０が「４」となっている。
【００２４】
　通信部１３は、通信線３と電気的に接続されると共に、ＭＰＵ１１と電気的に接続され
ている。通信部１３は、通信線３を介してＭＰＵ１１から入力される各種電文を示す信号
を遮断弁ユニット２０に送信すると共に、通信線３を介して遮断弁ユニット２０から受信
した信号が示す電文をＭＰＵ１１に出力する。
【００２５】
　設定部１６は、遮断弁ユニット２０の遮断弁２６を通信異常発生時に遮断するか否かが
ＯＮ／ＯＦＦを選択するためのディップスイッチを有している。設定部１６は、操作装置
１０のケース本体で隠され且つシステム管理者等によってのみ操作が可能な構成となって
いる。設定部１６は、前記ディップスイッチが操作装置１０の設置時、ガス需要者からの
設定変更が要求されたとき等にシステム管理者等によって設定され、ＭＰＵ１１によって
ディップスイッチの設定状態が検出される。
【００２６】
　表示部１７は、ＭＰＵ１１と電気的に接続されており、ＭＰＵ１１からの要求に応じて
表示が可能な構成となっている。表示部１７は、図示しないが、警報器故障、停電検知、
故障検知、検査中等の各々に対応したＬＥＤの点灯によって表示状態となり、ＬＥＤの消
灯によって非表示状態となる。
【００２７】
　操作部１８は、ＭＰＵ１１と電気的に接続されており、利用者、作業者等に各種データ
の入力、選択を行わせる、ための複数の操作スイッチと、弁開スイッチと、弁閉スイッチ
と、を有している。操作部１８は、それらの操作スイッチに対する操作に応じた操作信号
をＭＰＵ１１に出力する。そして、操作部１８の弁開スイッチ又は弁閉スイッチが操作さ
れると、ＭＰＵ１１は通信線３を介して遮断（弁閉）要求信号又は開放（弁開）要求信号
を遮断弁ユニット２０に送信する。
【００２８】
　このように構成した操作装置１０のＣＰＵ１１ａは、外部電源等からの電力供給によっ
て起動されると、所定のプログラムを実行することで、電力供給部１９を制御してその電
力の一部を遮断弁ユニット２０に供給する。即ち、電力供給部１９は、遮断弁ユニット２
０に所定の電力を供給するための回路等によって構成している。このような電力の供給に
より、遮断弁ユニット２０は起動されて動作可能状態となる。
【００２９】
　次に、上述した操作装置１０のＣＰＵ１１ａの口径情報管理処理プログラムの実行によ
る口径情報管理処理の一例を、図６に示すフローチャートを参照して以下に説明する。な
お、この口径情報管理処理は、操作装置１０の電源断、上位処理からの強制終了等に応じ
て処理を終了することを前提としている。
【００３０】
　ＣＰＵ１１ａによって口径情報管理処理プログラムが実行されると、ステップＳ１１に
おいて、通信部１３を介して駆動制御装置２０Ｂから遮断弁ユニット製造年月データを有
する識別情報を受信したか否かが判定される。識別情報を受信していないと判定された場
合（Ｓ１１でＮ）、ステップＳ１２において、通信部１３を介して駆動制御装置２０Ｂか
ら口径情報を受信したか否かが判定される。口径情報を受信していないと判定された場合
（Ｓ１２でＮ）、ステップＳ１１に戻り、一連の処理が繰り返される。
【００３１】
　一方、ステップＳ１２で口径情報を受信したと判定された場合（Ｓ１２でＹ）、ステッ
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プＳ１３において、その口径情報がメモリ部１２に記憶されることで、口径情報の口径デ
ータがメモリ部１２の口径１２６に設定され、その後ステップＳ１１に戻り、一連の処理
が繰り返される。
【００３２】
　また、ステップＳ１１で識別情報を受信したと判定された場合（Ｓ１１でＹ：識別情報
受信手段）、識別情報がＲＡＭ１１ｃに時系列的に記憶され、ステップＳ１４（交換検出
手段）において、今回受信した識別情報と前回受信した識別情報とが同一であるか否かが
判定される。具体的には、識別情報の遮断弁ユニット製造年月データとメモリ部１２の遮
断弁ユニット製造年月１２３に設定されたデータとを比較する。
【００３３】
　ステップＳ１４で前回と同一であると判定された場合（Ｓ１４でＹ）、遮断弁ユニット
２０側で交換が発生していないと判定し、ステップＳ１１に戻り、一連の処理が繰り返さ
れる。一方、前回と同一ではないと判定された場合（Ｓ１４でＮ）、遮断弁ユニット２０
側で交換が発生したと判定し、ステップＳ１５に進む。
【００３４】
　ステップＳ１５において、受信した識別情報がメモリ部１２に記憶されることで、メモ
リ部１２の遮断弁ユニット製造年月１２３に識別情報の遮断弁ユニット製造年月データが
設定され、その後ステップＳ１６（口径情報送信手段）において、メモリ部１２の遮断弁
２０Ａの口径１２６に設定されている口径データとメモリ部１２が記憶している配管容積
データを有する口径情報が作成され、該口径情報が通信部１３を介して駆動制御装置２０
Ｂに送信され、その後ステップＳ１１に戻り、一連の処理が繰り返される。
【００３５】
　以上説明した図６に示す口径情報管理処理をＣＰＵ１１ａが実行することで、上述した
図１に示す請求項中の口径情報送信手段１１ａ１、識別情報受信手段１１ａ３、交換検出
手段１１ａ４、等としてＣＰＵ１１ａが機能することになる。そして、図６に示すフロー
チャート中のステップＳ１１が識別情報受信手段１１ａ３、ステップＳ１４が交換検出手
段１１ａ４、ステップＳ１６が口径情報送信手段１１ａ１にそれぞれ相当している。
【００３６】
　また、ＣＰＵ１１の登録口径情報受信手段１１ａ２は、通信部１３を介して駆動制御装
置２０Ｂから受信した登録口径情報を受信する。そして、本実施形態では、登録口径情報
受信手段１１ａ２がメモリ部１２の遮断弁２０Ａの口径１２６に口径データを記憶する場
合について説明するが、本発明はこれに限定するものではなく、登録口径情報受信手段１
１ａ２以外の手段等が登録口径情報を口径情報として記憶してもよい。
【００３７】
　次に、上述した操作装置１０から供給される電力によって動作する遮断弁ユニット２０
の概略構成の一例を、図２～３，図５の図面を参照して以下に説明する。
【００３８】
　遮断弁ユニット２０は、図２及び図３に示すように、配管５の一部として組み込まれ、
その配管５を遮断する遮断機構を有する遮断弁２０Ａと、口径が異なる複数種類の遮断弁
２０Ａの駆動を制御する駆動制御装置２０Ｂとを有している。遮断弁２０Ａと駆動制御装
置２０Ｂは、手動操作部２０Ｃを操作することで、各々を分離できる構造となっている。
即ち、遮断弁２０Ａと駆動制御装置２０Ｂを個別に交換可能な構成とすることで、駆動制
御装置２０Ｂが故障したときに、駆動制御装置２０Ｂのみの交換が可能となっている。
【００３９】
　なお、遮断弁２０Ａは、上述した背景技術のハウジングに相当し、後述する駆動部２７
を介してＭＰＵ２１に電気的に接続されており、モータ駆動方式遮断弁、ソレノイド方式
遮断弁等が任意に用いられる。本実施形態では、遮断弁２０Ａとしてモータ駆動方式遮断
弁を用いる場合について説明する。そして、遮断弁２０Ａは、ＭＰＵ２１によって弁閉さ
れると、配管５におけるガスの供給を遮断し、また、弁開されると、配管５におけるガス
の供給を可能とする。
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【００４０】
　駆動制御装置２０Ｂは、上述した操作装置１０から供給された電力によって駆動され、
図３に示すように、予め定められたプログラムに従って動作するマイクロプロセッサ（Ｍ
ＰＵ）２１と、メモリ部２２と、通信部２３と、遮断弁２６を駆動する駆動部２７と、圧
力センサ２８と、を有して構成しており、それらは電気的に接続されている。
【００４１】
　ＭＰＵ２１は、上述したように、ＣＰＵ２１ａとＲＯＭ２１ｂとＲＡＭ２１ｃとを有し
ている。ＲＯＭ２１ｂは、ＣＰＵ２１ａを図１に示す請求項中の口径情報受信手段２１ａ
１、固有情報抽出手段２１ａ２、所定処理実行手段２１ａ３、登録口径情報送信手段２１
ａ４、識別情報送信手段２１ａ５、等の各種手段として機能させるための各種プログラム
を記憶している。そして、ＣＰＵ２１ａがそれらのプログラムを実行することで、口径情
報受信手段２１ａ１、固有情報抽出手段２１ａ２、所定処理実行手段２１ａ３、登録口径
情報送信手段２１ａ４、識別情報送信手段２１ａ５として機能することになる。
【００４２】
　メモリ部２２は、数種類の遮断弁２０Ａの各々に対応した複数種類の固有情報を記憶し
ている。固有情報の各々は、予め定められた所定処理に相当する復帰漏洩確認処理、気密
漏洩検査処理、等に用いる口径に対応して定められた複数のパラメータの各設定値データ
を有している。例えば、気密漏洩検査処理に対応した固有情報は、口径と配管容積（例え
ば標準、最大）とに対応した時間データ等を有している。
【００４３】
　メモリ部２２は、図５に示すように、遮断弁ユニット製造年月２２１、遮断弁使用時間
２２２、駆動制御装置使用時間２２３、遮断弁の口径２２４、等の各種データを記憶する
記憶領域を有している。
【００４４】
　遮断弁ユニット製造年月２２１は、遮断弁２０Ａ及び駆動制御装置２０Ｂの少なくとも
一方の製造年月を示す製造年月データが、製品出荷時等に設定される。なお、本実施形態
では、遮断弁ユニット製造年月２２１が遮断弁２０Ａの製造年月データと駆動制御装置２
０Ｂの製造年月データの双方を有する構成としたことで、遮断弁２０Ａ及び駆動制御装置
２０Ｂの何れかのみを交換した場合に、該当する製造年月データのみを書き換えることを
可能としている。
【００４５】
　遮断弁使用時間２２２は、操作装置１０から供給された電力を遮断弁２０Ａに通電した
時間を示す通算時間データが設定される。駆動制御装置使用時間２２３は、操作装置１０
から供給された電力を駆動制御装置２０Ｂに通電した時間を示す通算時間データが設定さ
れる。
【００４６】
　遮断弁の口径２２４は、駆動制御装置２０Ｂが制御対象としている遮断弁２０Ａの口径
を示す口径データが設定される。なお、共通化された駆動制御装置２０Ｂは、どのような
口径の遮断弁２０Ａに装着されるか分からないため、遮断弁２０Ａ及び駆動制御装置２０
Ｂが一体に製造された遮断弁ユニット２０にのみ、口径データが設定されている。このと
き、遮断弁の口径２２４が請求項中の登録口径情報に相当している。また、遮断弁の口径
２２４は、共通化された駆動制御装置２０Ｂの場合には口径データが設定されていないた
め、本発明では、操作装置１０に記憶している遮断弁の口径１２６を受信して記憶するこ
とになる。
【００４７】
　よって、本実施形態ではメモリ部２２が図１に請求項中の固有情報記憶手段２２ａ及び
登録口径情報記憶手段２２ｂとして機能してる。なお、固有情報記憶手段２２ａについて
は、機能の追加、変更等による書き換えが不要であれば、ＲＯＭ２１ｂで実現させること
もできる。
【００４８】
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　通信部２３は、上述した通信線３と電気的に接続されると共に、ＭＰＵ２１と電気的に
接続されている。通信部２３は、前記通信線３を介してＭＰＵ２１から入力される各種電
文を示す信号を操作装置１０に送信すると共に、前記通信線３を介して操作装置１０から
受信した信号が示す電文をＭＰＵ２１に出力する。
【００４９】
　また、遮断弁ユニット２０のＣＰＵ２１ａは、通信部２３を介して操作装置１０から遮
断要求信号を受信すると、上述したように駆動部２７を制御して遮断弁２６を弁閉し、ま
た、開放要求信号を受信すると、駆動部２７を制御して遮断弁２６を弁開する。このよう
にＣＰＵ２１ａは駆動制御手段として機能している。
【００５０】
　圧力センサ２８は、ＭＰＵ２１に電気的に接続されており、配管５内の気体の空気圧の
変化を感圧素子にて圧力信号に変換する機械式又は電子式のものが任意に用いられる。圧
力センサ２８は、遮断弁２６の下流側（ガス供給側）における配管５内の圧力を感知して
圧力信号をＭＰＵ２１に出力する。
【００５１】
　次に、上述した構成の駆動制御装置２０ＢのＣＰＵ２１ａによる各種プログラムの実行
によってＣＰＵ２１ａが機能する、図１に示す請求項中の各種手段の動作を説明する。
【００５２】
　ＣＰＵ２１ａの口径情報受信手段２１ａ１は、通信部２３を介して操作装置１０から受
信した各種情報の中から口径情報を受信する。ＣＰＵ２１ａの固有情報抽出手段２１ａ２
は、その受信した口径情報をメモリ部２２の遮断弁２０Ｂの口径２２４に設定すると共に
、メモリ部２２に記憶している複数種類の口径情報の中から当該口径情報に対応した固有
情報を抽出してＲＡＭ２１ｃのパラメータ等に設定する。
【００５３】
　ＣＰＵ２１ａの所定処理実行手段２１ａ３は、固有情報に基づいて、予め定められた所
定処理を行う所定処理プログラムを実行する。即ち、所定処理プログラムは、固有情報を
遮断弁２０Ａの固有パラメータとして用いる処理プログラムであり、所定処理の一例とし
ては、復帰漏洩確認処理、気密漏洩検査処理、等が挙げられる。
【００５４】
　ＣＰＵ２１ａの登録口径情報送信手段２１ａ４は、メモリ部２２の遮断弁２０Ａの口径
２２４に設定されている口径データを有する登録口径情報を作成し、通信部２３を介して
操作装置１０に送信する。そして、ＣＰＵ２１ａの識別情報送信手段２１ａ５は、識別情
報を作成し、通信部２３を介して該識別情報を操作装置１０に送信する。なお、本実施形
態では、メモリ部２２の遮断弁ユニット製造年月２２１に設定された製造年月データを有
する識別情報を作成する場合について説明するが、本発明はこれに限定するものではなく
、例えば駆動制御装置２０Ｂの製造番号（シリアル番号）、登録番号、等の駆動制御装置
２０Ｂを識別可能な各種データを有する識別情報とすることができる。
【００５５】
　次に、上述した遮断システム１の操作装置１０と遮断弁ユニット２０の駆動制御装置２
０Ｂの本発明に係る動作（作用）の一例を、図７及び図８の図面を参照して以下に説明す
る。
【００５６】
　図７に示す製品出荷時の状態ＳＴ１において、駆動制御装置２０Ｂのメモリ部２２には
、遮断弁ユニット製造年月２２１に「１００９（上位）／１００９（下位）」、遮断弁使
用時間２２２に「０」、駆動制御装置使用時間２２３に「０」、口径２２４に「２」がそ
れぞれ設定されている。また、操作装置１０のメモリ部１２には、操作装置製造年月１２
１に「１００８」、操作装置使用時間１２２に「０」、遮断弁ユニット製造年月１２３に
「００００（上位）／００００（下位）」、遮断弁使用時間１２４に「０」、駆動制御装
置使用時間１２５に「０」、口径１２６に「０」がそれぞれ設定されている。なお、遮断
弁ユニット製造年月１２３及び遮断弁ユニット製造年月２２１は、その上位が遮断弁２０
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Ａ、下位が駆動制御装置２０Ｂに対応した内容になっている。
【００５７】
　設置、使用開始の状態ＳＴ２において、操作装置１０と駆動制御装置２０Ｂが結線され
て、操作装置１０から駆動制御装置２０Ｂへの電力供給が開始されると、駆動制御装置２
０Ｂは操作装置１０に遮断弁ユニット製造年月２２１を識別情報、遮断弁使用時間２２２
及び駆動制御装置使用時間２２３を使用時間情報、口径２２４を口径情報（登録口径情報
に相当）としてそれぞれ送信する。
【００５８】
　その結果、操作装置１０のメモリ部１２には、操作装置製造年月１２１及び操作装置使
用時間１２２は更新されずに、遮断弁ユニット製造年月１２３に「１００９／１００９」
、遮断弁使用時間１２４に「０」、駆動制御装置使用時間１２５に「０」、口径１２６に
「２」がそれぞれ設定されて更新される。
【００５９】
　例えば１年使用した使用中の状態ＳＴ３において、操作装置１０は駆動制御装置２０Ｂ
への通電中、例えば２４時間毎に駆動制御装置２０Ｂから前記使用時間情報を取得して、
メモリ部１２の遮断弁使用時間２２２及び駆動制御装置使用時間２２３の設定値を更新す
る。
【００６０】
　その結果、駆動制御装置２０のメモリ部２２の遮断弁使用時間２２２及び駆動制御装置
使用時間２２３に書き込まれている「８７６０」が、操作装置１０のメモリ部１２の遮断
弁使用時間１２４及び駆動制御装置使用時間１２５に設定されることで、操作装置１０の
メモリ部１２が更新される。
【００６１】
　例えば２年使用された操作装置１０の表示操作時の状態ＳＴ４において、操作装置１０
は駆動制御装置２０Ｂから前記使用時間情報を取得して、メモリ部１２の遮断弁使用時間
２２２及び駆動制御装置使用時間２２３の設定値を更新し、その内容を表示部１７に表示
する。
【００６２】
　その結果、駆動制御装置２０のメモリ部２２の遮断弁使用時間２２２及び駆動制御装置
使用時間２２３に書き込まれている「１７５２０」が、操作装置１０のメモリ部１２の遮
断弁使用時間１２４及び駆動制御装置使用時間１２５に設定されることで、操作装置１０
のメモリ部１２が更新される。
【００６３】
　例えば１０年使用された駆動制御装置２０Ｂが交換される状態ＳＴ５において、遮断弁
ユニット２０は新たな駆動制御装置２０Ｂに交換されると、図８に示すように、駆動制御
装置２０Ｂのメモリ部２２には、遮断弁ユニット製造年月２２１に「００００／２００９
」、遮断弁使用時間２２２に「０」、駆動制御装置使用時間２２３に「０」、口径２２４
に「０」がそれぞれ設定されている。即ち、遮断弁ユニット製造年月２２１には駆動制御
装置２０Ｂの製造年月のみが設定され、口径２２４には初期値である「０」が設定されて
いるため、駆動制御装置２０Ｂは遮断弁２０Ａの口径に応じた各種処理を行うことができ
ない状態となっている。
【００６４】
　そして、操作装置１０と新たな駆動制御装置２０Ｂが結線されて、操作装置１０から新
たな駆動制御装置２０Ｂへの電力供給が開始されると、駆動制御装置２０Ｂは操作装置１
０に遮断弁ユニット製造年月２２１を識別情報、遮断弁使用時間２２２及び駆動制御装置
使用時間２２３を使用時間情報、口径２２４を口径情報としてそれぞれ送信する。
【００６５】
　操作装置１０は、今回受信した識別情報の遮断弁ユニット製造年月２２１とメモリ部１
２に記憶している識別情報の遮断弁ユニット製造年月１２３とを比較すると、一致しない
ことから、駆動制御装置２０Ｂが交換されたものと判定する。そして、操作装置１０は、
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メモリ部１２の遮断弁ユニット製造年月２２１を「１００９／１００９」を「１００９／
２００９」に上書きして更新し、駆動制御装置使用時間１２５に「０」を設定してクリア
すると共に、メモリ部１２の口径１２６に設定されている「２」を示す口径情報を作成し
て新たな駆動制御装置２０Ｂに送信する。
【００６６】
　新たな駆動制御装置２０Ｂは、受信した口径情報に基づいてメモリ部２２の口径２２４
を「０」から「２」に変更することで更新し、その口径情報に対応した固有情報をメモリ
部２２から抽出し、その固有情報を設定することで、その後は遮断弁２Ａの口径に適した
処理を行うことになる。
【００６７】
　以上説明した遮断システム１によれば、操作装置１０が口径情報を駆動制御装置２０Ｂ
に送信し、駆動制御装置２０Ｂが受信した口径情報に対応した固有情報を複数の固有情報
の中から抽出し、該固有情報に基づいて所定処理を実行するようにしたことから、操作装
置１０に口径情報を記憶させておくことで、駆動制御装置２０Ｂを交換しても遮断弁２０
Ａの口径情報を駆動制御装置２０Ｂに自動で認識させることができるため、駆動制御装置
２０Ｂは遮断弁２０Ａの口径に適した各種処理を行うことができ、作業者が駆動制御装置
２０Ｂに口径を登録するという登録作業、通信により口径を登録するための装置等を不要
とすることができる。従って、遮断弁２０Ａの口径を誤って設定することがなるため、遮
断弁２０Ａの口径を検出する余計な口径検出機構を追加する必要がなくなり、遮断システ
ム１のコストアップを防止できる。
【００６８】
　また、駆動制御装置２０Ｂが登録口径情報を操作装置１０に送信し、操作装置１０がそ
の受信した登録口径情報を口径情報としてメモリ部１２に記憶するようにしたことから、
遮断弁２０Ａに対応した登録口径情報を操作装置１０に自動で記憶させることができるた
め、駆動制御装置２０Ｂが口径情報を記憶していない共通の駆動制御装置２０Ｂに交換さ
れたときに、操作装置１０から共通の駆動制御装置２０Ｂに口径情報を送信して自動的に
認識させることができる。よって、遮断弁２０Ａの口径の登録を要することなく、駆動制
御装置２０Ｂの共通化を図ることができるため、遮断システム１のさらなるコストダウン
に貢献することができる。
【００６９】
　さらに、駆動制御装置２０Ｂがその識別情報を操作装置１０に送信し、操作装置１０が
今回受信した識別情報と前回受信した識別情報とを比較して駆動制御装置２０Ｂの交換を
検出すると、その交換の検出に応じて記憶している口径情報を駆動制御装置２０Ｂに送信
するようにしたことから、駆動制御装置２０Ｂの交換に応じて操作装置１０に記憶してい
る口径情報を駆動制御装置２０Ｂに自動で記憶させることができるため、駆動制御装置２
０Ｂが口径情報を記憶していない共通の駆動制御装置２０Ｂに交換されたときに、迅速に
共通の駆動制御装置２０Ｂに遮断弁２０Ａの口径を自動的に認識させることができる。
【００７０】
　このように上述した実施例は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施
形態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実
施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の遮断システムの基本構成を示す構成図である。
【図２】本発明の遮断システムの概略構成を説明するための図である。
【図３】遮断システムにおける操作装置及び遮断弁ユニットの構成を示す構成図である。
【図４】図３中の操作装置のメモリ部の一例を示すメモリマップである。
【図５】図３中の駆動制御装置のメモリ部の一例を示すメモリマップである。
【図６】図３中の操作装置のＣＰＵが実行する口径情報管理処理の一例を示すフローチャ
ートである。
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【図７】本発明に係る操作装置及び駆動制御装置の各メモリ部の内容と状態との関係の一
部を説明するための図である。
【図８】本発明に係る操作装置及び駆動制御装置の各メモリ部の内容と状態との関係の他
の一部を説明するための図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１　　遮断システム
　１０　　操作装置
　１１ａ１　　口径情報送信手段（操作装置のＣＰＵ）
　１１ａ２　　登録口径情報受信手段（操作装置のＣＰＵ）
　１１ａ３　　識別情報受信手段（操作装置のＣＰＵ）
　１１ａ４　　交換検出手段（操作装置のＣＰＵ）
　１２　　口径情報記憶手段（操作装置のメモリ部）
　２０　　遮断弁ユニット
　２０Ａ　　遮断弁
　２０Ｂ　　駆動制御装置
　２１ａ１　　口径情報受信手段（駆動制御装置のＣＰＵ）
　２１ａ２　　固有情報抽出手段（駆動制御装置のＣＰＵ）
　２１ａ３　　所定処理実行手段（駆動制御装置のＣＰＵ）
　２１ａ４　　登録口径情報送信手段（駆動制御装置のＣＰＵ）
　２１ａ５　　識別情報送信手段（駆動制御装置のＣＰＵ）
　２２ａ　　固有情報記憶手段（駆動制御装置のメモリ部）
　２２ｂ　　登録口径情報記憶手段（駆動制御装置のメモリ部）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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